
令和２年５月１８日

保 護 者 の 皆 様

鳴門教育大学附属幼稚園
園 長 佐 々 木 晃

附属幼稚園における教育活動の再開について（お願い）
（令和２年５月１８日時点）

保護者の皆様には、これまで、新型コロナウィルス感染症の感染防止に向けて、
適切に対応いただいておりますことに心より感謝申し上げます。
本園といたしましては、国の「緊急事態宣言の解除」及び文部科学省はじめ県市

教育委員会からの通知及びガイドラインに基づき大学と協議し、次の通り教育活動
を再開いたします。ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

１ 教育活動の再開について
（１）令和２年５月２５日（月）より再開します。

※基本的な感染対策と生活行動指導を徹底した上で、「３つの密」を避ける
よう工夫して教育活動を再開します。これまで通りお子様も送迎の保護者も
マスクの着用や検温をお願いします。

（２）段階的な対応として「再開スタート期間」を設定します。
令和２年５月２５日（月）～６月１日（月）の間は、各組の出席番号の前半
・後半で分散登園をします。 感染防止のための新しい行動様式を確立させ
るための指導期間といたします。ご協力お願いします。
※「入構許可証」の下二桁番号を見ていただけるとわかりやすいです。
※みどり会理事会を２９日（9:10~10:00 遊戯室）に行います。各理事親子
は２９日に登園し、１日はお休みください。

（３）朝の登園時における密集・密接を避けるため時間差登園にご協力ください。
山川組（８：３０～８：４０） 星月空組（８：４５～９：００）
※みどり会駐車場が混雑するので、星月空組の方は８：４５以前にお越しに
ならないでください。

（４）本園に感染者が発生した場合、感染の状況等を総合的に考慮し、保健所等と
相談して、臨時休業を含めた対応をとります。その際は、園から速やかにメ
ール等でお知らせします。

２ 午後保育について
（１）星組を除く月空山川組は６月８日（月）から午後保育（弁当）を開始します。
（２）手洗い消毒を徹底し、衛生面に十分留意します。
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　休み 　登園 　休み 　登園 　休み 　登園



３ 幼児の心のケア等について
（１）学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細やかな健康観察等から、お子様の

状況を把握します。ご家庭でも気になることがあれば園へご連絡ください。
（２）新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指

導を行うことを通して、お子様や保護者に対する新型コロナウイルス感染症
を理由とした偏見や差別が生じないように十分配慮します。

４ 幼児への対応について
（１）お子様の感染が判明した場合またはお子様が感染者の濃厚接触者に特定され

た場合は、学校保健法第１９条に基づき出席停止の措置とします。濃厚接触
者に特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して２週間
を出席停止とし、外出せず自宅待機をさせてください。どちらの場合も、判
明した時点で、速やかに園にご報告ください。

（２）お子様に発熱等の風邪の症状がみられるときは、自宅で十分休養するように
してください。その場合も、出席停止とします。

（３）少なくとも次のいずれかに該当する場合は、関係機関にすぐに相談するよう
してください。
【受診相談の目安（令和２年５月８日変更）】

・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合は必ず相談 症状には個人差があるので強い症状と
思う場合はすぐに相談）

【相談先】

・帰国者・接触者相談センター（徳島保健所）☎０８８－６０２－８９０７
・一般相談窓口（コールセンター）☎０１２０－１０９－４１０

（フリーダイヤル：２４時間対応可能）
※小児に関しては、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談セン
ターやかかりつけ小児医療機関に電話等で相談してください。
※医療機関を受診の際は、あらかじめ電話をして、マスクを着用し、手洗い、
咳エチケットの徹底をお願いします。

（４）お子様の基礎疾患等により、感染が心配で登園させたくないと心配されてい
る保護者の方は、園にご相談ください。

５ 感染拡大防止に向けて
（１）朝・夜、お子様の検温をしていただくとともに、健康状態を確認していただ

き、その様子を朝の健康観察時や出席帳（検温記入）等、園の決めた方法に
よって知らせください。

（２）ご家庭の生活の中でも、引き続き、感染予防のために有効な手段であるこま
めで丁寧な手洗い、マスク着用や咳エチケットの徹底、手指のアルコール消
毒、十分な換気等について、ご指導いただき、自らを感染から守るための基
本的な備えができますようお願いいたします。

（３）これまでご協力いただいていました教材（牛乳パックやペットボトル、お花
等々）のご提供はしばらくの間ご辞退いたします。平常の園生活が戻りまし
たら、また、ご協力お願いいたします。

保護者の皆様には、以上の点について十分ご留意いただき、対応にご理解・ご協
力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


